
 第５８号議案  

 

 

財 産 の 無 償 譲 渡 に つ い て 

 

 下記の土地を無償譲渡することについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決

を求める。  

 

   令和元年９月２日提出  

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

記  

 

１  無償譲渡しようとする財産  

所在地 地 目 面 積 

亀岡市曽我部町法貴森山２３番 墓 地 ２，１０９㎡ 

 

２  無償譲渡しようとする相手方  

   主たる事務所   亀岡市曽我部町法貴茶屋下又２０番地１  

   名     称   曽我部町法貴区  

   代  表  者  上  嶋  章  宏  
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